
子どもの健康と環境に関する全国調査における追加調査の承認審査について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成22年5月14日　運営委員会決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年11月17日改定







　令和5年12月5日改定
追加調査の承認審査の手続きについて、以下のとおりとする。
Ⅰ　運営委員長による審査
１．追加調査実施に関する審査申請
（１）ユニットセンター（ユニットセンターを構成する研究機関を含む。以下同じ。）、メディカルサポートセンター又はコアセンター（以下、「申請者」という。）は、追加調査の実施を計画した場合、運営委員長（以下、「委員長」という。）及びコアセンター長に追加調査実施に関する審査の申請書を提出する。
（２）審査申請書は様式１のとおりとし、様式１に記載する添付資料一式を添付するものとする。
２．審査の実施
（１）委員長及びコアセンター長は、審査の申請があった場合、科学的及び倫理的観点から妥当なものであるか、エコチル調査の実施に支障が生じる可能性はないかという観点から、学術専門委員会（以下、「専門委員会」という。）に付議し、審査を行う。
（２）専門委員会は、審査申請書に基づき、以下の観点から審査を行う。ただし、科学的事項及び倫理的事項に関する審査は、申請機関における倫理審査会等において別途実施されることを踏まえ、特にエコチル調査（全体調査及び詳細調査をいう。以下同じ。）の円滑な実施との関係に留意して審査を行うものとする。
①科学的な妥当性
②倫理的な妥当性（インフォームド・コンセント、個人情報の保護、研究結果の公表方法、安全管理等）
③エコチル調査の実施に対する影響
（３）専門委員会は、審査のために必要と認める場合、審査の申請者に対し、委員会への出席及び説明並びに追加資料の提出を求めることができる。
３．審査の判定
（１）専門委員会における審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、専門委員会委員長（以下、「専門委員長」という。）が必要と認める場合には、議決をもって判定することができる。議決は審査に加わる出席委員の３分の２以上の同意をもって行う。
（２）審査の判定結果は、以下の各号から選定する。
①承認
②条件付き承認
③不承認
なお、「条件付き承認」は、結果公表時の制約など、調査開始後に関わるものに限る。
（３）審査結果を決定するに至らなかった場合、継続審査として、申請者に申請内容の改定等の対応を依頼し、次回以降の審査機会に審査を再開する。
（４）専門委員会の委員は、自らが所属する研究機関が関わる追加調査の審査に加わることはできない。
　　　その場合の（１）項の規定の適用については、項中の「専門委員長」とあるのを「専門委員長が予め指名する委員」とする。
（５）専門委員長は、審査終了後速やかに審査内容と判定結果をコアセンター長に報告し、コアセンター長は運営委員会に報告し、審査結果の追認を受ける。
４．審査結果の通知

委員長及びコアセンター長は、専門委員会の意見に基づいて、様式３により審査結果を申請者に通知する。
ただし、委員長及びコアセンター長は、必要があると認める場合、学術専門委員会の判定結果について運営委員会に付議し、その結果に基づき、審査結果を申請者に通知するものとする。
５．環境省への報告
委員長及びコアセンター長は、審査結果を申請者に通知する際に環境省に報告する。環境省から意見があった場合には、当該意見への対応を検討する。
６．研究計画の変更

（１）申請者は、審査の結果、承認又は条件付き承認と判定された追加調査の研究計画を変更しようとする場合は、委員長及びコアセンター長に追加調査の計画変更に関する審査申請書を提出する。
（２）審査申請書は様式２のとおりとし、様式２に記載する添付資料一式を添付するものとする。
（３）変更後の研究計画に基づく追加調査の審査は、「２．審査の実施」に準じるほか、目的、対象者または調査方法に関する大幅な変更、侵襲性を有する生体試料の採取の追加、代表研究者の変更等に該当するかどうかの観点から行い、「３．審査の判定」に準じてその判定を行う。
　ただし、専門委員長は、研究計画の変更内容が軽微なものであると判断した場合、迅速審査を行うことができる。

（４）前項の迅速審査は、専門委員長が審査の判定結果案を専門委員会委員全員に示すことにより、行う。迅速審査においては、専門委員長が判定結果案を各委員に示した日の翌日から起算して7日以内に委員から異議がなかった場合、専門委員長の判定結果案を判定として確定する。
（５）専門委員長が所属する研究機関が関わる追加調査について計画変更申請書が提出された場合の（２）項及び（３）項の規定の適用については、これらの項中「専門委員長」とあるのは「専門委員長が予め指名する委員」とする。
（６）審査結果の通知は、「４．審査結果の通知」に準ずるが、様式は４を用いる。
（７）審査結果の環境省への報告については、「５．環境省への報告」に準ずる。
Ⅱ　守秘の徹底
審査の過程は非公開とする。ただし、申請機関における倫理審査等を経て追加調査の実施内容が公開された場合には、研究対象者の人権、研究の独創性、知的財産権の保護等の観点から非公開とすることが必要な部分を除き、申請書、審査結果その他の関係資料を公開するものとする。
運営委員会及び専門委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
（別紙１）

子どもの健康と環境に関する全国調査における追加調査の審査手続きについて
1． 窓口について
エコチル調査コアセンター
　　〒305-8506　茨城県つくば市小野川16-2

 　 国立環境研究所環境リスク・健康研究センター　エコチル調査コアセンター
　　　追加調査審査事務局
E-mail：jecscore@nies.go.jp
２．追加調査の申請と結果通知の方法
（１）運営委員長への申請時

　・申請書及び添付資料一式をコアセンター追加調査審査事務局にメールに添付のうえ、提出する。
・申請書の記入においては、各様式の「手引き」に書かれた注意事項などに従うこと。

　　なお、追加調査審査事務局に必要書類を提出する際は、申請者であるセンター長をCCに入れること。
　・申請書はWord書式で提出するものとする。
・複数課題を同時に申請する場合は、課題毎にファイルを分けて提出するものとする。

・申請書のセンター長印の押印及び申請書類一式の郵送は不要とする。
・学術専門委員会における審査は、委員会開催日の2週間前までに追加調査審査事務局に申請書類が
提出された課題を対象とする。
（２）審査の結果通知について
　・委員長による審査の結果は、コアセンター追加調査審査事務局から申請者にメールに結果通知書を添付して通知する。
　・コアセンター追加調査審査事務局から申請者に結果通知をする際に、環境省へ同報することにより、環境省への審査結果報告とする。審査に使用した申請書と添付資料一式は別途、環境省に共有する。
（別紙２）
従前の手続からの主な変更点
令和2年11月17日改定
・従前は追加調査実施に関する承認は運営委員長の事前審査の結果を踏まえて、環境省が承認か否かの判断を行っていたものを、承認か否かの判断は運営委員長及びコアセンター長が行うことに変更。環境省への報告は、運営委員長及びコアセンター長から申請者に審査結果を通知する際に同時に行う。
・研究計画に変更が生じた際の審査については、申請、審査結果通知の流れも新規の申請に準じるが、変更の内容・程度に関わらず全ての申請に対し運営委員長から承認、条件付き承認、不承認の判定結果を通知する（従前は、事前審査の結果を踏まえて、環境省の承認を要する場合と環境省へは報告のみで良い場合に分かれていた）。
・研究計画に変更が生じた際の審査申請については、審査結果通知書の添付を不要とするが、審査結果通知書に基づいた事項を申請書に漏れなく記入することとする。

・申請手続きにおいて、申請者（センター長）印の押印や申請書類の郵送は不要とする。一方で、申請者（センター長）の了承を担保する手段として、申請時のメールのCCには申請者（センター長）を入れることとする。
・また、審査結果通知の運営委員長印の押印と郵送も廃止し、書類のやり取りは全てメール等の電子媒体を介して行う。
・結果通知の際に、課題番号（従前の受付番号）を付与し、以後、研究計画書変更時申請や論文執筆に関する審査、届出、成果発表時の報告時にはこの番号を記載する（一つの調査から複数の論文執筆がなされる場合は論文投稿前審査の結果通知に派生する番号をコアセンターで付与する予定（77－1、77－2など））。
　（既に追加調査の承認がなされている課題については、現在の受付番号を課題番号と読み替えて記載する）
令和5年12月5日改定

・「条件付き承認」とする場合の条件について明記し、「継続審査」の説明を追加した。また、「様式３により、審査内容と判定結果を委員長及びコアセンター長に報告する」としていた手続きを廃止する。また、申請書に中心仮説の区分欄を追加し、様式記入時の説明文を削除し、様式ごとに「記入の手引き」を別紙で示す。
　　　　

（様式１記入の手引き）                                                   　　 ↓事務局記入欄
課題番号　
【新規】
追加調査に関する審査申請書
令和　年　月　日提出
子どもの健康と環境に関する全国調査運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査コアセンター長
  　 　　　○○ユニットセンター長 
　　　　　　　　　　　　　○○ 　○○
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の追加調査「　（課題名）　」について、以下のとおり申請します。
本件連絡先
	氏名
	電話番号
	E-mail

	
	
	


1． 調査研究の名称

	課題名
	

	課題名の公表の可否（※1）
	（　　）可　　（　　）不可（該当する方に〇を記入）

	課題の分類（※2）
	（　　）中心仮説（含む）（　　）中心仮説外（該当する方に〇を記入）


※1：　審査に関する情報として調査研究の課題名を公表してもよい場合は「可」、非公表を希望する場合は「不可」と記入する。なお、本課題が承認された場合には、本項目における指定の内容にかかわらず、公表の対象となる。
※2：　成果発表の際には「エコチル調査で収集されたデータの利用と成果発表に関する基本ルール」に規定される制約等を確認のこと。特に、中心仮説の場合には注意すること。
２．研究体制（必要に応じて行を追加する）
	
	氏名
	所属

	研究代表者
	
	

	共同研究者
	
	


３．概要
	項目
	内容

	A(1).　目的
	

	A(2-1).　対象者
	対象者、予定数、対象者選定方法（inclusion criteria等）を記載する。

	A(2-2).　調査方法
	データ収集するためのセッティングやデータ収集方法を記載する。

	A(3).　研究概要
	全体調査又は詳細調査に加えて、追加的に実施する調査の内容が明確になるよう説明する。

	①測定項目
	具体的な項目を記載する。採血する場合は検査項目を具体的に記載する。
質問票を使用する場合は、質問内容を記載し、参考資料として質問票案を添付する。

	②測定方法
	生体試料の採取については、採取量、時期、方法などを具体的に示す。
質問票については、自己記入式/面接式などの別・実施時期などを具体的に示す。
対象者が母・児の両方の場合などの場合については、対象者がわかる形で記載する。

	③調査の実施にかかる時間（分）
	追加調査のためにかかるおおよその時間を記載する（説明を含む）。

	④侵襲の有無
	有無を記載する。有の場合は、測定に関する安全性に関するコメントを記載する。

	⑤採血の有無
	有無を記載する。有の場合は採血量と採血量等に関する安全性に関するコメントを記載する。
本体調査（詳細調査または学童期検査）での採血や他の追加調査での採血が同時にある場合、それらを合算した1回の採血量を記載し、その安全性を評価した根拠についてコメントする。

	⑥生体試料（血液以外）の採取の有無
	有無を記載する。有の場合は採取する試料と量を記載し、生体試料の採取に関する安全性に関するコメントする
（安全性を評価した根拠についてコメントする）。

	⑦対象者の負担を最小限にする工夫
	他の追加調査を実施している場合にはそれらの負担についても言及し総合的に記載する。

	A(4). 追加調査において使用するデータ（全体調査（質問票調査含む）、詳細調査での測定項目）等
	全体調査又は詳細調査において得られる情報の中から、どのようなデータ等を使用する予定であるのか、説明する。

	A(5). 研究予算
	追加調査のために必要と考えている研究予算のおおよそのイメージを説明する。追加調査の申請は、通常、研究予算の獲得前に行われるため、申請時点では予算計画は具体化されていないと想定されるが、主要な経費（人件費、謝金、依頼分析費用など）のおおよその金額（可能であれば獲得予定先も）を説明する。特に民間の資金を予定している場合は、その旨を明記し、できる限り具体的に説明する。

	A(6). 実施場所と実施機関
	実施予定会場の場所と、当該会場における実施機関を記載する。

	A(7). 共同研究組織
	共同研究機関を記載する。

	B(1). 科学的妥当性
	妥当性の判断は、基本的に機関における審査に委ねるが、実施する意義を分かりやすく記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
	インフォームド・コンセント、個人情報の保護、研究結果の公表方法、安全管理等について、全体調査及び詳細調査の実施との関係を中心に記載する。

	①同意取得の方法
	説明の時期（質問票発送時か、検査当日か、など）やどのように説明を行ない、どのように同意を得るのかを記載する。

	②謝礼の有無
	謝礼の有無を記載する。有の場合は謝礼の内容（金券類の場合はその額）を記載する。

	③参加者個人への測定結果通知の有無
	有無を記載する。有の場合は、測定結果についての通知の有無とその内容、通知方法、通知内容についての配慮を記載する。

	④利益相反の有無・内容
	利益相反の有無と内容を記載する。

	⑤不利益発生時の対応
	対象者に不利益が生じた際の対応方針（保険加入の有無など）を記載する。

	B(3).　エコチル調査の本体調査実施に対する影響
	拘束時間、侵襲性（痛みなどの負の体験）、回答に関わる心理的負担などによる負の体験（デメリット）や、謝礼、結果通知などメリットを勘案し、本体調査実施に対して考えうる影響について具体的に記載する。

	C. 研究期間
	資料収集や解析終了までではなく、結果の公表までの期間を含める。延長する場合は、当初の研究期間終了前に変更すること。

	D. その他参考事項
	成果公表において、論文投稿や学会発表の順番や時期などの制約が考えられる場合は、前もって対応策を記載することが望ましい。


４．添付資料
　「研究計画書」の添付は必須とする。質問票調査を含む場合は「質問票（案）」も添付する。
説明書、同意書の添付は必須とはしないが、審査の過程で確認が必要になる場合があり、準備できている範囲で添付いただくことが望ましい。

無い場合は「なし」と記載する。

（様式１）                                                   　　
課題番号　
【新規】
追加調査に関する審査申請書
令和　年　月　日提出
子どもの健康と環境に関する全国調査運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査コアセンター長
  　 　　　○○ユニットセンター長 

　　　　　　　　　　　　　○○ 　○○
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の追加調査「　（課題名）　」について、以下のとおり申請します。
本件連絡先
	氏名
	電話番号
	E-mail

	
	
	


１．調査研究の名称

	課題名
	

	課題名の公表の可否
	（　　）可　　 （　　）不可

	課題の分類
	（　　）中心仮説（含む） （　　）中心仮説外


２．研究体制

	
	氏名
	所属

	研究代表者
	
	

	共同研究者
	
	


３．概要
	項目
	内容

	A(1).　目的
	

	A(2-1).　対象者
	

	A(2-2).　調査方法
	

	A(3).　研究概要
	

	①測定項目
	

	②測定方法
	

	③調査の実施にかかる時間（分）
	

	④侵襲の有無
	

	⑤採血の有無
	

	⑥生体試料（血液以外）の採取の有無
	

	⑦対象者の負担を最小限にする工夫
	

	A(4). 追加調査において使用するデータ（全体調査（質問票調査含む）、詳細調査での測定項目）等
	

	A(5). 研究予算
	

	A(6). 実施場所と実施機関
	

	A(7). 共同研究組織
	

	B(1). 科学的妥当性
	

	B(2). 倫理的妥当性
	

	①同意取得の方法
	

	②謝礼の有無
	

	③参加者個人への測定結果通知の有無
	

	④利益相反の有無・内容
	

	⑤不利益発生時の対応
	

	B(3).　エコチル調査の本体調査実施に対する影響
	

	C. 研究期間
	

	D. その他参考事項
	


４．添付資料
　
（様式２記入の手引き）                                                   　　 ↓事務局記入欄
課題番号　
【変更】
追加調査の計画変更に関する審査申請書
令和　年　月　日提出
子どもの健康と環境に関する全国調査運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査コアセンター長
    　○○　ユニットセンター長

○○　○○　　　　　　　　
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の追加調査「　（課題番号、課題名）　」の計画変更について、以下のとおり申請します。
本件連絡先
	氏名
	電話番号
	E-mail

	
	
	


１．承認されている調査研究情報
	課題番号（受付番号）
	
	研究代表者
	

	課題名
	

	【初回審査】

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	

	【変更審査】　※過去の計画変更審査において承認又は条件付き承認の結果が通知されたものについてすべて記入する。
（必要に応じて行を追加する。過去に計画変更がない場合はこの行以下を削除する。）

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	


※ 審査結果通知書に基づき、記載事項を正確に記入する。
※ 審査結果欄には承認又は条件付き承認の区別及び付された条件の内容を記入する。
２．計画変更の概要　
以下の各事項の中から、変更を加える事項について、変更内容の要点を記載する。変更の無い事項は削除する。
（１）研究代表者の変更
	変更の種類
	氏名
	所属
	補足事項

	代表者・所属・その他
	
	
	


研究代表者を変更する場合は、氏名欄に「〇〇を□□に変更」と記載し、所属は新規代表者の所属を記載、「補足事項」に、理由を記載する。
（２）共同研究者の変更　（必要に応じて行を追加する）
	変更の種類
	氏名
	所属
	補足事項

	追加・削除・所属・その他
該当しない種類を削除する
	
	所属変更の場合は、異動の前後を記載する
	


（３）調査内容の変更
	項目
	内容

	A(1).　目的
	

	A(2-1).　対象者
	対象者、予定数、対象者選定方法（inclusion criteria等）の変更を記載する。

	A(2-2).　調査方法
	データ収集するためのセッティングやデータ収集方法の変更について記載する。

	A(3).　研究概要
	変更した調査内容が明確になるよう説明する。

	A(3).　研究概要
① 測定項目
	具体的な変更項目を記載する。採血する場合は検査項目を具体的に記載する。
質問票を変更する場合は質問内容を記載し、質問票案を添付する。

	A(3).　研究概要
② 測定方法
	生体試料採取の変更については、採取量、時期、方法などを具体的に示す。
質問調査の実施方法を変更する場合は、時期などを具体的に示す。

	A(3).　研究概要
③ 調査の実施にかかる時間（分）
	追加調査のために要する時間が変更される場合は記載する（説明を含む）。

	A(3).　研究概要
④ 侵襲の有無
	有に変更する場合は、測定に関する安全性に関するコメントを記載する。

	A(3).　研究概要
⑤ 採血の有無
	有に変更する場合は、採血量と採血量等に関する安全性に関するコメントを記載する。
本体調査（詳細調査または学童期検査）での採血や他の追加調査での採血が同時にある場合、それらを合算した1回の採血量を記載し、その安全性を評価した根拠についてコメントする。

	A(3).　研究概要
⑥ 生体試料（血液以外）の採取の有無
	有に変更する場合は、採取する試料と量を記載し、生体試料の採取に関する安全性に関するコメントする
（安全性を評価した根拠についてコメントする）。

	A(3).　研究概要
⑦ 対象者の負担を最小限にする工夫
	他の追加調査による負担についても言及し、変更点について記載する。

	A(4). 追加調査において使用するデータ（全体調査（質問票調査含む）、詳細調査での測定項目）等
	全体調査又は詳細調査で得られた情報から使用するデータを変更する場合は、具体的に記載する。

	A(5). 研究予算
	予定した研究予算が、民間の資金など利益相反に関わる場合は、具体的に記載する。公的な研究資金の場合は、変更があっても記載不要。

	A(6). 実施場所と実施機関
	実施予定会場や実施機関の変更について記載する。

	A(7). 共同研究組織
	共同研究機関の変更について記載する。

	B(1). 科学的妥当性
	変更がある場合は記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
	インフォームド・コンセント、個人情報の保護、研究結果の公表方法、安全管理等の変更について記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
① 同意取得の方法
	説明の時期や方法、同意を受ける方法の変更について記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
②　謝礼の有無（有の場合は予定額）
	謝礼の有無、内容（金券類の場合はその額）の変更について記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
③ 参加者個人への測定結果通知の有無
	通知の有無、有の場合は内容、通知方法、などの変更について通知内容についての配慮を記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
④　利益相反の有無・内容
	利益相反の変更について記載する。

	B(2). 倫理的妥当性
⑤　不利益発生時の対応
	対象者に不利益が生じた際の対応方針（保険加入の有無など）の変更について記載する。

	B(3). エコチル調査の本体調査実施に対する影響
	本体調査実施に対する影響の変更について総合的に記載する。

	C. 研究期間
	変更する場合は、「〇〇までとしたものを、〇〇（理由）により、〇〇までに延長する」など、期間と理由を記載する。

	D. その他参考事項
	


４．その他参考事項

　計画変更に係る審査に当たり、参考とすべき情報等があれば記載する。
５．添付資料
　今回の変更内容に係る変更履歴を残した「研究計画書」と確定版の添付は必須とする。
このほか、前回までの審査時に添付した資料を変更する場合は、変更履歴を残したものと確定版を添付する。
無い場合は「なし」と記載する。
（様式２）                                                   　　
課題番号　
【変更】
追加調査の計画変更に関する審査申請書
令和　年　月　日提出
子どもの健康と環境に関する全国調査運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査コアセンター長
    　○○　ユニットセンター長

○○　○○　　　　　　　　
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の追加調査「　（課題番号、課題名）　」の計画変更について、以下のとおり申請します。
本件連絡先
	氏名
	電話番号
	E-mail

	
	
	


１．承認されている調査研究情報
	課題番号（受付番号）
	
	研究代表者
	

	課題名
	

	【初回審査】

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	

	【変更審査】　

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	

	承認番号（環保安発番号）
	
	通知年月日
	

	審査結果
	


２．計画変更の概要　
（１）研究代表者の変更
	変更の種類
	氏名
	所属
	補足事項

	代表者・所属・その他
	
	
	


（２）共同研究者の変更　
	変更の種類
	氏名
	所属
	補足事項

	追加・削除・所属・その他
	
	
	


（３）調査内容の変更

	項目
	内容

	A(1).　目的
	

	A(2-1).　対象者
	

	A(2-2).　調査方法
	

	A(3).　研究概要
	

	A(3).　研究概要
① 測定項目
	

	A(3).　研究概要
② 測定方法
	

	A(3).　研究概要
③ 調査の実施にかかる時間（分）
	

	A(3).　研究概要
④ 侵襲の有無
	

	A(3).　研究概要
⑤ 採血の有無
	

	A(3).　研究概要
⑥ 生体試料（血液以外）の採取の有無
	

	A(3).　研究概要
⑦ 対象者の負担を最小限にする工夫
	

	A(4). 追加調査において使用するデータ（全体調査（質問票調査含む）、詳細調査での測定項目）等
	

	A(5). 研究予算
	

	A(6). 実施場所と実施機関
	

	A(7). 共同研究組織
	

	B(1). 科学的妥当性
	

	B(2). 倫理的妥当性
	

	B(2). 倫理的妥当性
① 同意取得の方法
	

	B(2). 倫理的妥当性
②　謝礼の有無（有の場合は予定額）
	

	B(2). 倫理的妥当性
③ 参加者個人への測定結果通知の有無
	

	B(2). 倫理的妥当性
④　利益相反の有無・内容
	

	B(2). 倫理的妥当性
⑤　不利益発生時の対応
	

	B(3). エコチル調査の本体調査実施に対する影響
	

	C. 研究期間
	

	D. その他参考事項
	


４．その他参考事項

５．添付資料
　
（様式３）
承認番号　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日 

追加調査に関する審査結果通知書

（ユニットセンター名）

（ユニットセンター長名）　殿

子どもの健康と環境に関する全国調査

運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査
コアセンター長
課題番号　　　　　　　　　
課題名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和　年　月　日に申請のあった標記課題を審査し、以下のとおり判定したので通知する。

１．判定結果

（※　承認、条件付き承認、不承認の中から選択する。）
２．理由又は条件

（様式４）
承認番号　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日 

追加調査の計画変更に関する審査結果通知書

（ユニットセンター名）

（ユニットセンター長名）　殿

子どもの健康と環境に関する全国調査

運営委員会委員長
子どもの健康と環境に関する全国調査
コアセンター長
課題番号　　　　　　　　
課題名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和　年　月　日に変更申請のあった標記課題を審査し、以下のとおり判定したので通知する。

１．判定結果
（※　承認、条件付き承認、不承認の中から選択する）

２．理由又は条件
1

